
　平成22年度の国民健康保険税を年金から特別徴収（天引き）で納めていただく方に「平成22
年度 国民健康保険税 特別徴収開始通知書（仮徴収）」を送付します。

 特別徴収とは？
　年６回の年金支給月を納期とし、前半の４月・６月・８月を仮徴収、後半の10月・12月・
２月を本徴収として、国民健康保険税（以下「保険税」という。）を年金支給額から天引きさ
せていただき納めていただく方法です。

 仮徴収について
　保険税額は国保加入者の前年の所得や所有している固定資産等に応じて決定されますが、税
額が決定するまでの間の前半３回（４月・６月・８月）については、前年度の２月の特別徴収
税額と同じ額を仮の税額として天引きさせていただきます。

 本徴収について
　前年の所得や所有している固定資産等に応じて決定した年間の保険税額から、仮徴収で納め
ていただいた保険税額を差し引き、残った額を後半３回（10月・12月・２月）で天引きさせ
ていただきます。

≪具体例≫
　　〜２月の特別徴収税額が20,000円で、年間の税額が105,000円に決定された場合〜
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